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教職員の適正な勤務労働条件は、子ども達により良い教育を保
障するために必要な教育条件という側面も持っています。勤務労
働条件の確立や身分の尊重、適正な待遇は、教育を進めていくうえ
で基本的な条件です。

そしてこれらの権利は、先輩の教職員が運動で獲得した貴重な
宝です。

今、私たち教職員はその権利によって安心して仕事に専念でき、
人間らしい生活を送ることができているのです。

2017年度より、県費負担から市費負担への変更に伴い、教職員
の手当や制度も一部変更になりました。切り下げられた勤務労働
条件には、引き続き改善を要求しています。

全教北九州教職員組合は、誰もが必要な時に安心して権利や休
暇が使えるように、このハンドブックをつくりました。ぜひ、ご活
用ください。

紙面の都合上、すべてを掲載できていません。ご不明な点はおた
ずねください。

全教北九州市教職員組合（全教北九州）は、誰もが健康でい

きいきと働くことができるよう、長時間過密労働の解消や休

暇制度の拡充などのとりくみをすすめています。また、セクハ

ラ、パワハラ等のハラスメントのない、働きやすい職場環境を

めざしています。

全教北九州は、北九州市立の幼稚園･小学校･中学校･特別支

援学校･高等学校に務めている方はどなたでも加入できます。

組合に加入していただき、生活と権利、いのちと健康をまも

るとりくみを一緒に進めていただくことをよびかけます。

組合加入はこちらから→
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教職員の命と健康、生活を守り、待遇を改善するために
全日本教職員組合（全教）は運動しています

業務の精選で長時間過密労働の是正を

教職員の長時間過密労働の是正と健康管理に向けた具体的施策について、文

部科学省や教育委員会と合意形成のための協議を進め、報告書、会議、調査

や指定研究を軽減するなど業務の精選を求めています。

勤務時間を守らせよう

仕事を勤務時間に終わらせるために、持ち時間数の上限設定とそのために教

職員配置、定数の改善を求めています。

長時間勤務の温床となっている「給特法」は改正を

文部科学省は、部活動手当や管理職手当などに限った手当の改善だけでなく、

学校現場で働く教職員が互いに共同して学校としての教育力を高め、励ます

ような給与の改善を求めています。

特に、無定量の時間外勤務の温床となっている「給特法（公立の義務教育諸

学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法）」の改正を求めています。
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12. その他の職務専念義務の免除

項目 内容 期間・日数など 服務

永年勤続
表彰
（有給）

10年または40年勤務し
た職員

達した日の翌日以降1年
以内に、10年勤務は1日、
40年勤務は3日

職免

20年または30年勤続表
彰を受けた職員

表彰を受けた年の2月10
日以降1年以内で、20年
表彰は連続する2日、30
年表彰は連続する3日

スクーリン
グ（無給）

通信教育夏期面接授業に
出席する場合

職免

13. 健康診断等に関する服務

項目 扱い 備考

定期健康診断 公務 漏れ者等の定期健康診断も同様

再検査
精密検査

年休 健康診断の検診結果に基づくもの

かかりつけ医等
での健康診断

年休

人間ドック
（日帰り）

職免 健康診断に要した時間（移動時間を含む）
旅費の支給なし

人間ドック
（宿泊）

年休

脳ドック 年休

教育委員会が実施
する産業医・保健
師による保健指導

職免 旅費の支給なし
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1. 教職員の給与

項目 内 容

給料表 教職員給料表(3) 特別支援学校の教員

教職員給料表(4) 小学校･中学校の教員

行政職給料表 学校事務職員

医療職給与表(2) 学校栄養職員

教職調整額 教育職員のうち職務の級
が、1級、2級又は特２級で
ある者に支給

給料月額×4／100

給料の調整
額

特別支援学校の教育職員
（管理職以外）
小・中学校の特別支援学
級の担任

調整基本額×1.0
※給料月額×4.5％を上回る場合、
給料月額×4.5％の額

学校 学級

1級 8,900円 8,300円

2級 10,900円 10,800円

特2級 11,300円 11,200円

扶養手当 配偶者 7,500円

子 10,000円

特定期間の加算
(子の年齢が満15歳に達する
日後の最初の4月1日から満
22歳に達する日後の最初の3
月31日までの間)

8,000円
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11. その他の特別休暇

項目 内容 期間・日数など 服務

公民権の行
使

選挙権その他公民として
の権利を行使する場合

必要と認められる期間 特別
休暇

証人等とし
ての官公署
への出頭

官公署に出頭する場合 必要と認められる期間 特別
休暇

骨髄移植の
ための骨髄
の提供等

骨髄移植に伴う検査や入
院など

必要と認められる期間 特別
休暇

ボランティ
ア休暇

ボランティアに係る活動
（詳細な要件あり）

5日/年度
1日、半日、1時間単位

特別
休暇

東日本大震
災及び熊本
地震に係る
ボランティ
ア活動

東日本大震災または平成
28年熊本地震の被災地又
は周辺の地域での支援活
動

10日/年度
1日、半日、1時間単位

特別
休暇

女性職員の
生理

生理日の就業が著しく困
難な場合

2日以内/月
1日単位

特別
休暇

父母等の祭
日

父母、配偶者または子の
祭祀（神道の年祭、仏教の
法事など）を行う場合

1日/年度
1日単位

特別
休暇

現住所の滅
失又は損壊

非常災害により住居が滅
失又は損壊した場合

連続する7日を超えない
範囲

特別
休暇

交通遮断 出勤することが著しく困
難であると認められる場
合（詳細な要件あり）

必要と認められる期間 特別
休暇

退勤途上の
危険回避

非常災害により退勤途上
の危険を回避するため勤
務しないことがやむを得
ないと認められる場合

必要と認められる期間 特別
休暇

夏期休暇 6月1日から9月30日まで
の間に取得する夏期休暇

6日、1日、半日単位 特別
休暇
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10. 忌引き

項目 内容 期間・日数など 服務

忌引 親族が死亡し必要と認め
られる場合

下表の通り
取得単位は1日

特別
休暇

死亡したもの 日数
配偶者 10日

血族
死亡したもの 日数

1親等の直系尊属（父母） 10日

1親等の直系卑属（子） 10日

2親等の直系尊属（祖父母） 5日
教職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合 10日

2親等の直系卑属（孫） 5日

2親等の傍系者（兄弟姉妹） 5日

3親等の傍系尊属（叔父叔母） 2日
教職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合 10日

3親等の傍系卑属（甥姪） 2日

4親等の傍系者（従兄弟･従姉妹） 2日

姻族
死亡したもの 日数

1親等の直系尊属（父母の配偶者または配偶者の父母） 5日
職員と生計を一にしていた場合 10日

1親等の直系卑属（子の配偶者または配偶者の子） 5日
職員と生計を一にしていた場合 10日

2親等の直系尊属（祖父母の配偶者または配偶者の祖父母） 2日
職員と生計を一にしていた場合 5日

2親等の傍系者（兄弟姉妹の配偶者または配偶者の兄弟姉妹） 2日
職員と生計を一にしていた場合 5日

3親等の傍系尊属（伯父伯母の配偶者または配偶者の伯父伯母） 1日
職員と生計を一にしていた場合 2日

4

項目 内 容

通勤手当 片道１km以上の通勤で交通機関または交通用具を利用する者

交通機関:鉄道･バスなど
交通用具:自動車･自転車

交通機関利用者

支給方法 定期券6月または回数券1月

上限 55,000円／月

新幹線料金の加算 なし

交通用具利用者

支給方法 5kmきざみで金額増(自転車同様)
支給の例

距離 金額
5kmまで 2,000円
5～10km 4,200円
10～15km 7,100円
中略
60km超 31,600円

上限 31,600円／月

高速道路料金の加算 なし

地域手当 3％

住居手当 借家、借間に居住し、月
額16,000円を超える家
賃を支払っている職員

27,000円以下 家賃額 -16,000円

27,000円超～61,000円 11,000円＋(家賃額―27,000円)/2

61,000円以上 28,000円(上限)
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項目 内 容

教員特殊業
務手当

非常災害時等の緊急業務

児童等の保護又は緊急
の防災、復旧の業務

8,000円/日

特に甚大な非常災害時 16,000円/日

児童等の負傷、疾病等
に伴う救急の業務

7,500円/日

緊急の補導業務 7,500円/日

修学旅行等の業務 5,100円／日

宿泊を伴う又は週休日等
の対外運動競技等の指導
業務

5,100円／日

週休日等の部活動の指導
業務

2,700円／日

入学試験等の業務 900円／日

その他の特
殊勤務手当

教育業務連絡指導手当 200円／日

多学年学級担当手当 290円／日

業務に従事した時間が半
日(3時間30分)未満

手当額の60/100の額
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9. 介護

項目 内容 期間・日数など 服務

介護休暇
（無給）

負傷、疾病または老齢に
より2週間以上にわたり
日常生活を営むのに支障
がある者（以下「要介護
者」）を介護する必要があ
る場合

※子が不登校などの場合
診断名がついていれば
取得可能

介護を要する一の継続す
る状態ごとに

1.3回以下かつ合計6月の
期間内

または

2.休暇年度に60日

1日、半日、1時間単位で
取得

介護
休暇

短期介護 要介護者の介護その他の
教育委員会が定める世話
を行う職員が世話を行う
場合

要介護者1人
5日/年度

要介護者2人以上
10日/年度

1日、半日、1時間単位で
取得

特別
休暇

介護時間 要介護者の介護をする必
要がある場合

連続する3年以内の期間
30分単位で取得（正規の
勤務時間の始めまたは終
わりにおいて、1日2時間
の範囲）

勤務時ない1時間につき、
1時間当たりの給与が減
額される

介護
時間

介護休暇
と介護時
間の併用

介護休暇と介護時間について、同一の期間について付与期間
の承認を受けることはできるが、同一の要介護者について、
介護休暇と介護時間を併用することはできない。
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項目 内容 期間・日数など 服務

早出遅出勤
務

勤務時間が15分単位で
最大30分、始業時刻及び
終業時刻を繰上げ、又は
繰下げる変更が可能

1～3に該当する場合で、
かつ公務の運営に支障が
ないと所属長が認める場
合

1.小学校就学の始期に達
するまでの同居の子の
ある職員が、その子を
養育する場合

2.小学校に就学している
同居の子を送迎する場
合

3.日常生活を営むのに支
障がある者の介護をす
る場合

勤務の
割振り

8. 結婚

項目 内容 期間・日数など 服務

職員の結婚 教育職員
結婚の日前5日から当該
結婚の日後、6月を経過す
るまでの間

教育職員以外
結婚の日は、休暇の期間
内のいずれかの日又は休
暇の期間に連続する日で
なければならない

休業日を除き5日以内の
引き続く日数

取得単位は1日

特別
休暇

同姓である者とパートナーシップを形成した教職員への休暇等の適用

職員の結婚･配偶者の出産･職員の育児参加･子等の看護又は行事への参加
短期介護･忌引･父母等の祭日･短期介護(以上、特別休暇)

介護休暇･介護時間

6

項目 内 容

期末手当
勤勉手当

勤勉手当の算定基礎額 給料月額
+ 教職調整額
+ 給料の調整額
+ 扶養手当
+ 地域手当
+ 職務段階別加算
+ 管理職手当

算定基礎額

職務段階別加算割合 教育職員
5％ 教諭(大卒12年以上)

7.5％ 教諭(大卒30年以上ま
たは55歳以上)

10％ 主幹教諭など

事務職員
5％ 主査主任(38歳以上)

7.5％ 主査(55歳以上)

10％ 事務主査

栄養職員
5％ 主査主任(38歳以上)

7.5％ 主査(55歳以上)

常勤講師 給料表適用 1級

諸手当 支給

退職手当 支給
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2. 教職員の勤務時間

項目 内 容

労働時間の
一般原則

1日8時間
週40時間

使用者は、労働者に、休憩時間を除
き、1週間について40時間を超えて
労働させてはならない。
（労働基準法法32条第１項）

使用者は、１週間の各日については、
労働者に、休憩時間を除き、１日につ
いて８時間を超えて労働させてはなら
ない。
（労働基準法32条第２項）

教職員の
勤務時間

1日7時間45分
週38時間45分
土曜日・日曜日は休み
祝日・年末年始は休み

任命権者は、月曜日から金曜日まで
の５日間において、１日につき７時間
45分の勤務時間を割り振るものとす
る。

職員の勤務時間は、休憩時間を除き、
４週間を超えない期間につき、１週間
当たり38時間45分とする。

日曜日及び土曜日は、週休日とす
る。

職員は、祝日法に基づく休日、年末年
始の休日には、勤務することを要しな
い（特に勤務を命じられた場合、代休
措置が講じられる）。

週休日の
振替

教育職員
前8週間

勤
務
日

後16週間 勤務した日を基準日として
８週間前の日から16週間後までの日

教育職員以外
前4週間

勤
務
日

後8週間 勤務した日を基準日として
４週間前の日から８週間後までの日

16

項目 内容 期間・日数など 服務

育児短時間
勤務

小学校就学の始期に満た
ない子を養育するため、
短時間勤務を行うことが
できる

「育児短時間勤務（承認・
延長）請求書」および「育
児休業計画書」に必要事
項を記入して提出

給与は勤務形態に応じて
比例計算

週19時間35分勤務
（3時間55分×5日）
週24時間35分勤務
（4時間55分×5日）
週23時間15分勤務
（7時間45分×3日）
週19時間25分勤務
（7時間45分×2日と3
時間55分×1日）

育児
短時間
勤務

部分休業
（無給）

小学校就学始期に達する
までの子を養育するた
め、勤務時間の一部を休
業することができる

勤務時間の始め又は終わ
りにおいて、30分単位で
2時間以内

部分
休業

育児時間 1日2回各45分の範囲内
（連続90分の取得可）
※教育職員のみ30分、
60分の分割取得可

生後2年に満たない子を
育てる期間

育児
時間

再度の育児
休業・育児
短時間勤務

「再度の育児休業」「育児
休業期間の再度の延長」
又は「再度の育児短時間
勤務」が認められる特別
の事情として、「保育所等
における保育の利用を希
望し、申込を行っている
が、当面その実施が行わ
れないこと」を追加

育児休
業・育
児短時
間勤務
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7. 育児

項目 内容 期間・日数など 服務

育児休業
（無給）
正規職員の
み

3歳に満たない子を養育
するための休業
対象となる子は実子及び
養子

子が3歳になるまで（育休
期間は無給）

子が1歳になるまでは共
済組合から育児休業手当
金が支給される。育休開
始から180日までは1日
につき標準報酬日額の
67％支給、181日目以降
は標準報酬日額の50％
支給

育児
休業

職員の育児
参加

職員の配偶者が出産する
場合で、当該出産に係る
子または小学校就学の始
期に達するまでの子を養
育するために勤務しない
ことが相当であると認め
られた場合

産前産後期間において5
日以内（1日、半日、1時
間単位で取得）

特別
休暇

子育て支援
休暇

12歳に達する年の3月
31日までにある子また
は孫の看護もしくは在籍
する幼稚園・保育所・小
学校などが実施する行事
に参加する場合

子については養育（同居）
が要件
孫については養育（同居）
を要しない

※服務申請に看護の場合は、
「負傷、病気の内容」を入
力、学校行事の場合は「学
校名、学校行事名」を入力、
学校長が認めれば証拠書
類の提出は不要

子の場合
休暇年度に5日（子が2人
の場合にあっては10日、
3人以上の場合にあって
は15日を超えない範囲）

孫の場合
休暇年度に3日を超えな
い範囲

特別
休暇

8

項目 内 容

代休日の
指定

勤務す
る休日

後8週間 勤務する休日を起算日として
８週間後までの日

早出遅出勤
務

1.小学校就学始期に達す
るまでの同居の子のあ
る職員が当該子を養育
する場合

2.小学校に就学している
同居の子のある職員が
当該子を送迎するため
その住居以外の場所に
赴く場合

3.要介護者を介護する場
合

15分を単位として最大30分の範囲
で早くするか遅くするか、勤務時間の
割り振りを変更することができる。

休憩時間
（勤務から
解放される
時間）

１日の勤務時間

６時間超  45分
８時間超  1時間

一斉に休憩し、
自由に利用できる

任命権者は、１日の勤務時間が６時間
を超える場合は45分、８時間を超える
場合は1時間の休憩時間を、勤務時
間の途中に置かなければならない。

休憩時間は、一斉に与え、自由に利用
させなければならない。

（労働基準法第34条）
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項目 内 容

時間外勤務 原則として時間外勤務はさせてはならない

時間外勤務
を命じる場
合（限定4
項目）

1.校外実習その他生徒の
実習に関する業務

2.修学旅行その他学校の
行事に関する業務

3.職員会議に関する業務

4.非常災害の場合、児童
又は生徒の指導に関し
緊急の措置を必要とす
る場合その他やむを得
ない場合に必要な業務

※義務制については2以
下の3項目

臨時又は緊急やむを得ない必要があ
るときに限られる。

関係教育職員の繁忙の度合い、健康
状況を勘案し、その意向を十分尊重し
なければならない

やむを得ず時間外勤務をさせた場
合、すみやかに回復措置を講じるよう
努める

例
職員会議を延長する場合は、職員にはかって、勤
務時間の割り振りの変更を行うことの合意を取
らなければならない。
また、臨時、又はやむを得ない必要により、割り
振りの変更無しに延長した場合は、時間外勤務
となり、その回復措置に努めなければならない。

制度面から
の超勤縮減
策

2009年4月、超過勤務を少しでも縮減する策として、「宿泊を伴う
学校の行事における勤務時間の割り振り」が制度化された。

14

項目 内容 期間・日数など 服務

妊婦の休憩 妊娠中の職員の業務が母
体方は胎児の健康保持に
影響があると認められた
場合

回数制限なし1回につき5
から10分程度
（適宜の休暇や補食のた
めに認められる）

職免

妊産婦の勤
務時間の短
縮

妊娠中及び出産後1年以内
の職員が母子健康法の規
定による保健指導又は健
康診査に基づき、医師又は
助産師により、その症状等
に関して勤務時間短縮の
指導を受けた場合

勤務の始め又は終わりに、
半日の年次休暇に相当す
る時間の範囲内で、医師又
は助産師から指導を受け
た時間（1日の正規の勤務
時間が4時間50分を超え
る場合）

職免

その他
妊娠中の
母性保護

超勤の禁止

時間外労働・休日出勤の禁止

―

母性保護
のための
配慮事項

修学旅行・遠足・野外活動の児童の引率

運動会・体育祭等の準備、後始末の作業

炎天下での行事・作業

―

事務引継
ぎ日

代替者との引継ぎ 産休前１日

産休または育休明け１日

―
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6. 妊娠・出産

項目 内容 期間・日数など 服務

産前産後 医師又は助産師の証明に
基づき、出産の予定日前8
週間に当たる日から出産
後8週目までの期間に取得
可能（多胎妊娠の場合は前
後とも14週）

出産の予定日前8週及び後
8週間（多胎は14週間）

※４カ月以上の流産・死産も
出産と同じ

教育職員のみ産前の一部
を取得しなかった場合、産
後に加算できる（6週を限
度、多胎は制限なし）

特別
休暇

配偶者の出
産

職員の配偶者の出産に伴
い勤務しないことが認め
られる場合

配偶者が入院するなどの
日から出産の2週間までの
間に3日

1日、半日又は1時間単位
で取得

特別
休暇

妊娠障害 妊娠に起因する諸障害の
ため勤務することが著し
く困難な場合

1回の妊娠を通じて112時
間まで

職免

妊婦の
通勤緩和

通勤に利用する交通機関
の混雑の程度が母体又は
胎児の健康保持に影響が
あると認められるときに
取得（自家用車による通勤
も可）

勤務時間の始めまたは終
わりに1日に1時間以内
（分割可）

職免

妊産婦の
健康診査

妊娠中及び出産後1年以内
の職員が母子健康法の規
定による保健指導又は健
康診査を受ける場合

※医師等の特別の指示が
あった場合は、いずれの
期間でもその回数

妊娠6月末まで4週間に1
回
妊娠7月から9月末まで2
週間に1回
妊娠10月から出産まで1
週間に1回
産後1年間その期間に1回

職免
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3. 年次有給休暇（年休）

項目 内容 期間・日数など

日数 原則 １休暇年度につき２０日
※休暇年度：４月１日から翌３月31日

時短勤務職員等

※再任用短時間勤務教職員
及び育児時短勤務教職員

勤務日数に応じて付与

常勤講師等、年度途中に採
用された者

※任用が更新された場合、更
新時の年次休暇の残日数
に当初の任用期間の始期
から更新後の任用終期ま
での期間に応じた日数か
ら、任用当初に付与された
日数を減じた日数を加算す
る。

任用期間 日数
1月に達するまで 1日
1月を超え2月に達するまで 3日
2月を超え3月に達するまで 5日
3月を超え4月に達するまで 6日
4月を超え5月に達するまで 8日
5月を超え6月に達するまで 10日
6月を超え7月に達するまで 11日
7月を超え8月に達するまで 13日
8月を超え9月に達するまで 15日
9月を超え10月に達するまで 16日
10月を超え11月に達するまで 18日
11月を超え１年未満 20日

取得単位 1日・半日相当又は1時間単位

未消化の休
暇の繰越

翌年度に繰り越すことができる（20日まで）

付与の時季
と内容

職員の請求するときに付与

年休をどのように利用する
かは労働者の自由

年休の取得により、不利益
な取扱いをしてはならない

任命権者は、年休を職員の請求する時季に
与えなければならない。職員が年休の時季
を指定したとき、その指定によって年休が
成立し、就労義務が消滅する。年休をどの
ように利用するかは労働者の自由である。
また、使用者は、労働者が年休を取得した
ことで、不利益な取扱いを受ける事の無い
ようにしなければならない。

（労働基準法第39条第5項、
附則第136条第1項）
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4. 病気休暇(制度改正・但し2022年度まで経過措置あり)

項目 内容 期間・日数など 服務

病気休暇 公務以外の負傷または疾
病

・3日以内は医師の診察等を
受けたことが確認できる書
類（領収書等）が必要

・インフルエンザに罹患し、抗
インフルエンザ薬の処方が
確認できる書類がある場合
は6日以内

・インフルエンザ以外の疾病
で4日以上取得の場合は、医
師の診断書が必要

1年につき90日

※1年は暦年、休暇年度で計
算しない

※日数は、断続又は継続的な
病気休暇の日数を合計し
て90日を超えない範囲（休
業日を含み、疾病の種類を
問わない）

取得単位は1日、半日相当
または1時間単位

病気
休暇

実質2023
年度より
開始

取得時の取扱い
▼半日又は1時間単位の病気休暇の1日への換算
人工透析を受ける場合以外
1回の取得を1日と換算する
（2022年度までは、経過措置として換算しない）

人工透析を受ける場合
現行の通り（1日と換算しない）

▼昇給の取扱い
昇給区分の決定に係る「勤務しなかった日数」への換算は、
7時間45分を1日として取り扱う考えで、人事委員会と協議す
る。

▼勤勉手当における勤務期間の除算に係る取扱い
介護休暇の取扱いと同様

病気休職
（分限）

職員が心身の故障のた
め、長期の休養を要する
場合

3年または同一の疾病（同
一とみなされるものを含
む）による病気休職期間
の累計が過去5年間で3年

病気
休職

給与の支給
病気休暇期間が満1年6月に達するまでは、給料、扶養手当、地域
手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ80/100以内を支給する
ことができる
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5. 不妊治療のための休暇（新設）

項目 内容 期間・日数など 服務

職員が不妊治療を受ける
ため勤務しないことが相
当であると認められる場
合

一休暇年度に5日以内。
ただし体外受精や顕微授
精等の頻繁な通院が必要
とされる治療を受ける場
合は、更に5日以内

1日、半日又は1時間単位
で取得

※休暇年度
4月1日から翌年3月31日
まで

不妊
治療
のた
めの
休暇


